
〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
人
年
三
月
二
九
日

大
阪
地
裁

は
な
い
と
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
す
る
。

-

争
い
の
な
い
事
実
等

請
求
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
規
定
す
る
営
造
物
の
設
置
又

は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性

を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
の
有
無
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
、
個
別
的
に
判
断
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

今
回
は
、
夜
間
、
自
動
車
が
交
差
点
を
右
折
し
た
際
に

道
路
に
隣
接
す
る
農
業
用
水
路
に
転
落
し
た
事
故
に
お
い

て
、
転
落
現
場
の
道
路
の
状
況
が
、

①

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。

②

照
明
設
備
が
な
い
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
道
路
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵

蛔
事
案
の
概
要

本
件
は
、
×
が
普
通
乗
用
自
動
車

(以
下
｢被
害
車
両
｣

と
い
う
。)
を
運
転
中
、
被
告
が
管
理
す
る
市
道
か
ら
同

市
道
に
隣
接
す
る
水
路
に
被
害
車
両
が
転
落
し
た
事
故

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)
に
つ
き
、
被
害
車
両
に

関
し
車
両
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
た
原
告
が
、
そ
の
保

険
契
約
に
基
づ
き
X
に
保
険
金
を
支
払
っ
た
と
し
て
商
法

六
百
六
十
二
条
一
項
に
よ
り
代
位
取
得
し
た
×
の
被
告
に

対
す
る
国
家
賠
償
法

(以
下

｢国
賠
法
｣
と
い
う
。)
二

条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
、
損
害
の
賠
償

と
こ
れ
に
対
す
る
保
険
金
支
払
日
の
翌
日
か
ら
の
遅
延
損

害
金
の
支
払
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

①
当
事
者

ア

×
は
、
自
己
が
所
有
す
る
被
害
車
両
を
運
転

し
て
、
本
件
事
故
を
発
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

イ

原
告
は
、
損
害
保
険
業
を
行
う
株
式
会
社
で

あ
る
と
こ
ろ
、
×
の
配
偶
者
と
の
間
で
被
害
車

両
を
保
険
の
目
的
と
す
る
車
両
保
険
契
約

(以

下

｢本
件
保
険
契
約
｣
と
い
う
。)
を
締
結
し
て

い
た
。

ウ

被
告
は
、
後
記
②
の
本
件
事
故
の
現
場
の
市
道

を
設
置

･
管
理
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
で
あ

る
。

②
本
件
事
故
の
発
生

ア

発
生
日
時

平
成
一
六
年
六
月
六
日
午
後
八
時
こ
ろ

イ

発
生
場
所

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
道
路
か
ら

隣
撰
す
る
無
蓋
の
水
蹄
に
自
動
車
が
転
落
し
た

事
故
に
つ
い
て
道
路
設
置
の
管
理
瑕
疵
が
否
定
さ
れ
た
事
例

-
自
動
車
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー道

路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直



Y
市
路
上

(別
図
の
南
北
に
通
ず
る
道
路
で
A

宅
に
隣
接
す
る
も
の
が
被
告
の
管
理
す
る
市
道
で

あ
り
以
下

｢本
件
市
道
｣
と
い
う
。
別
図
の
東
西

に
走
る
道
路
で
B
設
備
に
北
側
で
隣
接
す
る
私
道

を
以
下

｢本
件
私
道
｣
と
い
う
。
本
件
市
道
と
本

件
私
道
が
交
わ
る
部
分
を
以
下

｢本
件
交
差
古
こ

と
い
う
。
本
件
事
故
の
発
生
場
所
を
以
下

｢本
件

事
故
現
場
｣
と
い
う
。)

ウ

被
害
車
両

X
所
有
･
運
転
の
普
通
乗
用
自
動
車

エ

事
故
態
様

×
が
被
害
車
両
を
本
件
私
道
を
東
か
ら
西
に
走

行
さ
せ
、
本
件
交
差
点
に
進
入
し
て
右
折
し
た
と

こ
ろ
、
被
害
車
両
が
本
件
市
道
に
そ
の
西
側
で
隣

接
す
る
農
業
用
水
路

(別
紙
図
面
の
南
北
に
走
る

水
路
で
本
件
市
道
と
そ
の
西
側
で
隣
接
す
る
も

の
。
以
下

｢本
件
水
路
｣
と
い
う
。)
に
転
落
し

た
。

③
本
件
保
険
契
約
の
締
結
及
び
保
険
金
支
払

略

2

争
点

1

本
件
市
道
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
の
有
無

2

損
害
の
額

3

争
点
に
対
す
る
当
事
者
の
主
張

の
争
点
ー

(本
件
市
道
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
の
有

無
)
に
つ
い
て

【原
告
の
主
張
】

本
件
水
路
は
、
本
件
市
道
に
隣
接
す
る
無
蓋
の
水
路
で

あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
市
道
は
、
本
件
水
路
に
転
落
し
や
す

い
形
状
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
交
差
点
に
至
る
ま

で
の
本
件
市
道
の
両
側
に
は
、
建
物
や
樹
木
が
あ
り
、
左

右
の
見
通
し
が
悪
く
、
本
件
市
道
の
中
央
部
分
が
緩
く
盛

り
上
が
っ
た
形
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
水
路
の
側

壁
が
、
本
件
市
道
の
道
路
面
か
ら
約
三
〇
皿
低
い
位
置
に

設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
件
市
道
は
、
運
転
手
が
本
件

私
道
か
ら
本
件
交
差
点
に
進
入
し
て
も
、
本
件
水
路
に
か

な
り
接
近
し
な
い
と
本
件
水
路
の
存
在
に
気
が
付
き
に
く

い
道
路
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
交
差
点
の

西
側
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
進
入
路
と
な
っ
て
い
る
本
件

水
路
を
ま
た
い
で
い
る
橋
に
は
欄
干
等
が
な
い
た
め
、
車

両
の
運
転
手
は
、
こ
の
橋
を
本
件
市
道
の
一
部
の
よ
う
に

と
ら
え
、
ま
た
、
本
件
水
路
と
前
記
マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車

場
と
の
境
界
に
あ
る
樹
木
以
外
に
本
件
市
道
の
西
側
に
は

目
を
弓
〈
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
市
道
を

本
来
の
幅
員
よ
り
広
い
道
路
で
あ
る
と
錯
覚
し
て
し
ま
う

と
こ
ろ
、
車
両
が
交
差
点
を
右
折
す
る
際
は
、
右
折
先
道

路
の
左
端
を
沿
う
よ
う
に
進
行
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
水

路
へ
転
落
す
る
可
能
性
は
高
く
、
加
え
て
、
本
件
事
故
時

は
午
後
八
時
で
夜
間
で
あ
り
、昼
間
以
上
に
視
界
が
悪
く
、

前
記
錯
覚
等
に
よ
る
転
落
の
危
険
性
が
大
き
か
っ
た
。
特

に
、
被
害
車
両
は
、
通
常
の
車
両
と
比
較
し
て
車
高
及
び

運
転
席
が
低
い
た
め
、
前
記
錯
覚
に
陥
り
や
す
か
っ
た
。

本
件
市
道
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
水
路
と
の
境
界

に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
そ
の
他
の
保
護
施
設
が
設
置
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
、
本
件
水
路
を
覚
知
さ
せ
る
べ
き
何
ら
の
照

明
施
設
,
看
板

･
緑
石
等
も
設
置
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ

れ
て
い
た
。

被
告
の
道
路
安
全
管
理
の
う
ち
道
路
の
瑕
疵
に
つ
い
て

の
専
任
者
は
、
A
た
だ
一
人
で
、
市
道
全
部
の
巡
回
す
ら

で
き
な
い
状
況
に
あ
り
、
道
路
の
安
全
管
理
に
つ
い
て
も

自
治
会
長
等
の
地
元
要
望
や
個
別
的
に
な
さ
れ
る
事
故
報

告
に
も
十
分
に
対
応
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
本
件
市
道

の
瑕
疵
は
、
被
告
の
安
全
体
制
の
杜
撰
さ
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
本
件
交
差
点
か
ら
一
つ
南
の
丁
字
路
に
は
、
被

告
が
平
成
一
三
年
に
設
置
し
た
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
が
あ
る
と

こ
ろ
、
前
記
ミ
ラ
ー
が
本
件
交
差
点
に
も
設
置
さ
れ
て
い

れ
ば
、
少
な
く
と
も
本
件
水
路
と
本
件
市
道
と
の
境
界
が

認
識
さ
れ
、
結
果
と
し
て
本
件
水
路
へ
の
転
落
が
防
止
さ

れ
た
。

な
お
、
被
告
は
、
本
件
交
差
点
西
側
マ
ン
シ
ョ
ン
の
階

段
踊
り
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る
照
明
及
び
車
両
の
前
照
灯

に
よ
り
、
仮
に
夜
間
で
あ
っ
て
も
前
方
を
注
視
し
て
い
れ

ば
、
本
件
水
路
を
容
易
に
発
見
で
き
、
同
水
路
を
本
件
市

道
の
一
部
と
錯
覚
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
マ

ン
シ
ョ
ン
の
照
明
の
照
度
及
び
車
両
の
前
照
灯
で
は
本
件



水
路
を
十
分
に
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
被

告
は
自
己
の
責
任
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
予
算
上
の
問

題
を
挙
げ
る
が
、
本
件
事
故
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
予
算
は
極
め
て
少
額
で
あ
り
、
ま
た
、
本
件
水

路
へ
の
転
落
は
、
死
亡
事
故
等
の
重
大
な
結
果
を
招
く
こ

と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
本
件
市
道
は
、

本
件
事
故
当
時
、
道
路
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠
い
て
お
り
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

【被
告
の
主
張
】

本
件
事
故
現
場
周
辺
は
、
Y
市
郊
外
の
も
と
水
田
地
帯

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
開
発
分
譲
さ
れ
た
住
宅
地
で
あ
り
、

付
近
に
は
水
田
や
畑
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
至
る
と
こ
ろ

で
道
路
に
沿
っ
て
農
業
用
水
路
を
兼
ね
た
側
溝
が
通
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
農
業
用
水
路
は
、
水
路
を
ま
た
い
で
公
道

か
ら
自
己
の
敷
地
内
に
出
入
り
す
る
者
が
水
利
組
合
の
許

可
を
得
て
橋
を
設
置
し
た
部
分
を
除
き
無
蓋
で
あ
り
、
車

道
に
接
し
て
い
る
場
合
で
も
ご
く
一
部
を
除
き
道
路
と
の

間
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
Y
市
道
の

総
延
長
は
約
一
、
0
0
0
如
あ
り
、
こ
の
う
ち
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
が
設
置
さ
れ
て
い
る
市
道
は
総
延
長
約
二
脳
に
過
ぎ

ず
、
他
に
歩
行
者
の
転
落
防
止
用
防
護
柵
等
の
設
置
さ
れ

て
い
る
市
道
の
総
延
長
も
八
○
如
あ
ま
り
に
す
ぎ
な
い
と

こ
ろ
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
す
る
に
は

一
m
当
た
り
約

二
万
円
の
支
出
が
必
要
と
な
る
の
で
、
仮
に
市
道
一
〇
〇

蹴
に
渡
っ
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
す
る
だ
け
で
も
二
〇

億
円
の
予
算
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
Y
市
で
は
記
録
が

残
っ
て
い
る
平
成
六
年
以
降
で
も
、
水
路
等
へ
の
車
両
の

転
落
事
故
で
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
り
、
ク
レ
ー
ム
が

出
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
本
件
以
外
に
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

本
件
事
故
現
場
は
、
一
度
事
故
が
起
き
れ
ば
大
事
故
に
つ

な
が
る
、
あ
る
い
は
死
亡
事
故
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
場

所
で
も
な
い
か
ら
、
不
注
意
な
運
転
手
の
存
在
を
予
想
し

て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等
を
設
置
す
る
な
ど
の
万
全
の
設
置
を

講
ず
べ
き
場
所
で
は
な
い
。

X
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路

状
況
や
用
水
路
の
状
況
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。特
に
本
件
私
道
か
ら
本
件
交
差
点
に
進
行
す
れ
ば
、

本
件
交
差
点
の
手
前
か
ら
で
も
北
西
側
の
本
件
市
道
沿
い

に
本
件
水
路
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
祝
認
で
き
、
自
動
車

運
転
者
が
通
常
の
注
意
を
も
っ
て
進
行
方
向
を
注
視
し
て

運
転
し
て
い
る
限
り
、
本
件
水
路
を
本
件
市
道
の
一
部
と

見
間
違
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
、
本

件
市
道
は
幅
員
が
四
m
以
上
あ
り
、
交
差
点
は
角
切
り
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
私
道
か
ら
右
折
進
入
す

る
場
合
で
も
乗
用
車
一
台
が
余
裕
を
持
っ
て
右
折
し
た
上

で
直
進
走
行
で
き
る
だ
け
の
広
さ
を
有
し
て
お
り
、
ハ
ン

ド
ル
操
作
を
誤
ら
ず
し
か
る
べ
き
速
度
で
走
行
す
る
限

り
、
本
件
市
道
か
ら
脱
輪
す
る
危
険
は
全
く
な
い
。
さ
ら

に
、
夜
間
、
車
の
前
照
灯
を
照
射
さ
せ
て
車
を
運
転
し
、

本
件
私
道
か
ら
本
件
交
差
点
に
差
し
か
か
り
右
折
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
本
件
市
道
部
分
及
び
西
側
マ
ン
シ
ョ
ン
に
通

ず
る
橋
と
そ
の
右
側

(北
側
)
に
連
な
る
水
路
が
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
を
も
っ
て
明
瞭
に
視
認
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
本

件
水
路
を
本
件
市
道
の
一
部
と
誤
解
す
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。

な
お
、
本
件
交
差
点
か
ら
一
つ
南
の
丁
字
路
に
カ
ー
ブ

ミ
フ
ー
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
被
告
の
交
通
安
全
対
策
課

に
地
元
か
ら
飛
び
出
し
事
故
防
止
等
の
た
め
に
カ
ー
ブ
ミ

ラ
ー
設
置
の
要
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件

交
差
点
に
つ
い
て
は
、
過
去
も
現
在
も
地
元
要
望
が
な
か

っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
×
が
本
件
水
路
に
転
落
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
運
転
者
が
右
折
す
る
際
に
減
速
す
る
こ
と
な
く
ス

ピ
ー
ド
を
出
し
過
ぎ
て
曲
が
り
切
れ
ず
に
本
件
水
路
に
転

落
し
た
か
、
あ
る
い
は
携
帯
電
話
そ
の
他
何
か
に
気
を
取

ら
れ
る
な
ど
し
て
前
方
注
視
を
怠
り
、
道
路
状
況
を
よ
く

確
認
せ
ず
に
右
折
進
行
し
よ
う
と
し
て
本
件
水
路
に
転
落

し
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
は
専
ら
×

の
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
事
故
で
あ
っ
て
、
本
件
市
道

に
設
置
及
び
管
理
の
瑕
疵
は
な
い
。

②
争
点
2

(損
害
の
額
)
に
つ
い
て

略
二

争
点
に
対
す
る
判
断

1

争
点
1

(本
件
市
道
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
の
有

無
)
に
つ
い
て



の
争
い
の
な
い
事
実
並
び
に
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣

旨
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
事
実
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

ア

本
件
事
故
現
場
及
び
周
囲
の
状
況
は
、
別
図
の

B整備

と
お
り
で
あ
る
。
本
件
交
差
点
は
、
本
件
私
道
と

本
件
市
道
と
が
ほ
ぼ
直
角
に
交
差
す
る
信
号
機
に

よ
る
整
理
が
さ
れ
て
い
な
い
交
差
点
で
あ
る
。
本

件
交
差
点
の
角
切
り
は
約
三
m
で
あ
る
。
本
件
私

道
の
幅
員
は
約
六
･
二
m
で
、
本
件
交
差
点
の
西

側
に
は
本
件
水
路
を
ま
た
ぐ
形
で
幅
員
八
･
一
m

の
橋
が
あ
り
、
こ
の
橋
は
、
本
件
市
道
の
西
側
に

あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車
場
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

る
。
本
件
市
道
の
幅
員
は
約

四
･
二
六
m
で
、
本
件
市
道
と

そ
の
西
側
で
隣
接
す
る
本
件
水

路
は
幅
員
二
･
二
m
で
無
蓋
で

あ
り
、
本
件
水
路
の
西
側
に
は

マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車
場
が
あ

り
、
本
件
水
路
と
同
駐
車
場
の

間
に
は
高
さ
約
一
m
の
木
が
等

間
隔
に
植
え
ら
れ
て
い
た
。
本

件
水
路
は
、
地
表
か
ら
の
深
さ

0

･
三

m
の
位
置
に
、
両
側
に

そ
れ
ぞ
れ
幅
員
○
･
三
m
の
段

が
あ
り
、
そ
の
段
の
間
の
距
離

は
約
一
･
六
m
で
あ
り
、
同
段

の
間
に
は
、
地
表
か
ら
下
約

〇
･
七
五
m
か
ら
約
一
･
一
五

m
の
部
分
に
は
水
の
層
が
あ

り
、
地
表
か
ら
下
約
一
･
一
五

m
か
ら
下
に
は
ヘ
ド
ロ
が
堆
積

し
て
い
た
。
本
件
市
道
の
東
側

は
住
宅
地
と
な
っ
て
お
り
、
本

件
水
路
の
西
側
に
は
、
前
記
の

本

件

市

道

　
　　
　
　
　
　
　
　
　

　

マ
ン
シ
ョ
ン
駐
車
場



マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車
場
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
は

待
合
せ
を
し
て
い
る
水
道
道
沿
い
の
ク
リ
ー
ニ
ン

は
胸
付
近
ま
で
泥
水
に
浸
か
っ
て
い
た
。
な
お
、

本
件
市
道
と
並
行
す
る
形
で
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ

グ
店
前
の
交
差
点
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
指
示
し

×
は
、
肝
臓
等
に
既
往
症
が
あ
る
た
め
、
医
師

て
い
た
。
本
件
交
差
点
に
照
明
設
備
は
な
く
、
ま

た
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、
緑
石
等
も
設
置
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
駐
車
場
の
た
め
の
外
灯
が
前
記
の
マ

ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
に
沿
っ
て
本
件
交
差
点
の
北
側

に
二
本
、
南
側
に
一
本
あ
り
、
ま
た
、
住
宅
地
や

マ
ン
シ
ョ
ン
の
階
段
の
踊
り
場
か
ら
の
明
か
り
は

あ
っ
た
。

な
お
、
本
件
交
差
点
の
東
側
に
あ
っ
た
住
宅
地

内
の
私
道
に
は
、
そ
の
脇
に
用
水
路
が
存
在
す
る

場
所
も
あ
っ
た
。
本
件
交
差
点
の
西
側
に
建
設
さ

れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、建
設
前
は
果
樹
園
で
あ
り
、

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
の
南
側
は
田
と
な
っ

て
い
る
。

イ

×
は
、
平
成
エ
ハ年
六
月
六
日
午
後
六
時
二
五

分
こ
ろ
、
有
限
会
社
B
設
備
の
代
表
者
で
あ
る
C

を
不
動
産
物
件
の
視
察
に
同
行
す
る
た
め
、
被
害

車
両

(全
長
約
四
･
五
四
m
、
全
幅
約
一
･
八
三

m
、
全
高
約
一
･
三
m
、
地
面
か
ら
ド
ア
ミ
ラ
ー

中
央
部
ま
で
の
高
さ
約
0
･
九
m
、
左
ハ
ン
ド
ル

車
)
に
乗
り
自
宅
を
出
発
し
、
C
の
自
宅
付
近
の

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
前
の
交
差
点
で
C
と
合
流
し

た
。
集
合
場
所
に
つ
い
て
は
、
×
は
、
C
の
自
宅

の
所
在
地
を
確
認
し
た
が
そ
の
所
在
位
置
が
不
明

瞭
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
C
に
対
し
て
、
い
つ
も

グ
店
前
の
交
差
点
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
指
示
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
X
は
、
C
を
被
害
車
両
に
乗

せ
て
Y
市
内
の
二
、三
件
の
物
件
を
視
察
し
た
後
、

C
を
同
人
の
自
宅
に
送
っ
た
。
C
の
自
宅
の
所
在

位
置
は
、
別
図
の
B
設
備
と
記
さ
れ
て
い
る
地
点

で
あ
る
。
D
は
、
X
に
対
し
て
、
道
順
と
し
て
、

D
の
自
宅
か
ら
本
件
私
道
を
西
進
し
て
、
初
め
て

の
交
差
点
を
右
折
し
て
北
進
す
る
と
、
丁
字
形
交

差
点
に
突
き
当
た
り
、
そ
こ
を
左
折
す
る
と
水
道

道
に
出
る
と
述
べ
た
た
め
、
X
は
、
こ
れ
に
従
い
、

被
害
車
両
の
前
照
灯
を
点
け
た
状
態
で
、
D
の
自

宅
前
の
本
件
私
道
を
約
二
三
m
西
進
し
、
本
件
交

差
点
で
右
折
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
車
両
の
左
前
輪

が
脱
輪
し
、
そ
の
ま
ま
車
体
が
左
斜
め
に
傾
き
、

左
後
輪
も
脱
輪
し
、
そ
の
ま
ま
左
方
へ
横
転
す
る

よ
う
に
左
側
面
か
ら
本
件
水
路
に
転
落
し
た
。
本

件
事
故
後
、
転
落
音
を
聞
き
つ
け
た
近
隣
住
民
が

本
件
事
故
現
場
に
集
合
し
、
住
民
の
何
人
か
が
、

被
害
車
両
の
右
側
面
に
乗
り
、
右
前
ド
ア
を
開
け

た
た
め
、
自
力
で
車
外
に
出
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
っ
た
X
は
被
害
車
両
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き

た
。
転
落
直
後
、
水
は
車
内
に
入
っ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
そ
の
後
被
害
車
両
の
幅
の
中
間
付
近
ま
で

水
が
流
入
し
、
×
が
車
内
か
ら
脱
出
し
た
頃
に
は
、

ヘ
ド
ロ
混
じ
り
の
水
が
浸
入
し
て
き
て
お
り
、
X

X
は
、
肝
臓
等
に
既
往
症
が
あ
る
た
め
、
医
師
よ

り
ア
ル
コ
ー
ル
を
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
本
件
事
故

当
時
、
飲
酒
は
し
て
い
な
か
っ
た
。

ウ

本
件
市
道
は
、
昭
和
六
二
年
又
は
昭
和
六
三
年

に
、
既
存
の
道
路
が
市
道
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
頃
、
現
在
の
市
道
の
半
分
以
上

に
あ
た
る
全
長
約
五
〇
0
m
の
道
路
が
市
道
と
認

定
さ
れ
た
。
本
件
水
路
は
、
紀
ノ
川
左
岸
水
利
組

合
が
管
理
す
る
農
業
用
水
路
の
一
部
で
、
同
用
水

路
が
市
道
沿
い
に
走
っ
て
い
る
場
所
は
市
道
全
体

の
全
長
一
、
0
三
一如
の
う
ち
一
〇
〇
如
単
位
の

相
当
な
部
分
に
及
ん
で
お
り
、
他
方
水
路
の
有
無

と
は
別
に
、
脇
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
て

い
る
市
道
は
全
長
約
二
皿
程
度
で
、
歩
行
者
の
転

落
防
止
等
を
目
的
と
し
た
防
護
柵
等
が
設
置
さ
れ

て
い
る
市
道
は
全
長
約
八
八
懸
で
あ
る
。

エ

被
告
に
お
い
て
市
道
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
防
護

柵
等
を
設
置
す
る
基
準
は
な
か
っ
た
が
、
地
元
の

要
望
や
事
故
報
告
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
に
応
じ
て

設
置
す
る
こ
と
が
あ
り
、
通
学
路
等
に
つ
い
て
は

優
先
し
て
設
置
し
て
お
り
、
本
件
交
差
点
の
南
側

蔽

の
丁
字
路
交
差
点
に
平
成
一
三
年
に
カ
ー
ブ
ミ
ラ

つ

1
が
設
置
さ
れ
た
の
は
･

地
元
住
民
か
ら
カ
ー
ブ
ニ

ミ
ラ
ー
の
設
置
要
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

満

な
お
、
平
成
六
年
こ
ろ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

"



本
件
事
故
を
除
い
て
は
、
本
件
事
故
現
場
に
関
し

は
前
照
灯
の
光
で
薄
暗
く
見
え
、
車
両
が
本
件
水

か
ら
右
折
し
て
本
件
市
道
に
進
入
す
る
自
動
車
の

“

て
車
両
の
転
落
事
故
が
発
生
し
た
と
の
報
告
が
被

告
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
本
件
事
故

に
先
立
ち
地
理
不
案
内
な
者
が
運
転
す
る
自
動
車

が
本
件
市
道
か
ら
本
件
水
路
に
脱
輪
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。

②
以
下
、
公
の
営
造
物
で
あ
る
本
件
市
道
の
設
置
又

は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
。
国

賠
法
二
条
一
項
に
い
う
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠

い
て
い
る
こ
と
を
い
い

(最
高
裁
昭
和
四
五
年
八
月

二
〇
日
第
一
小
法
廷
判
決
･
民
集
24
巻
9
号
一
二
六

八
頁
参
照
)、
前
記
瑕
疵
の
有
無
は
、
当
該
営
造
物

の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
、
個
別
的
に
判

断
す
べ
き
も
の
で
あ
る

(最
高
裁
昭
和
五
三
年
七
月

四
日
第
三
小
法
廷
判
決
･
民
集
32
巻
5
号
八
〇
九
頁

参
照
)。

ア

本
件
市
道
と
本
件
水
路
の
位
置
関
係
及
び
そ
れ

ぞ
れ
の
構
造
か
ら
す
る
と
、
夜
間
に
本
件
私
道
か

ら
本
件
交
差
点
に
進
入
し
て
右
折
し
て
本
件
市
道

を
進
行
す
る
普
通
乗
用
自
動
車
の
運
転
手
は
、
前

照
灯
を
点
灯
し
な
が
ら
走
行
し
て
い
れ
ば
、
前
照

灯
が
上
向
き

(ハ
イ
ビ
ー
ム
)
で
あ
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
本
件
水
路
の
う
ち
前
照
灯
の
光
が

当
た
ら
な
い
部
分
は
里
…く
見
え
、
本
件
市
道
部
分

路
に
近
付
く
に
つ
れ
、
黒
い
部
分
が
大
き
く
見
え

る
よ
う
に
な
り
、
前
方
を
見
な
が
ら
運
転
す
る
場

合
、
特
に
前
方
を
注
視
し
な
く
と
も
、
前
記
の
里
m

い
部
分
が
本
件
市
道
の
薄
暗
い
部
分
と
は
異
な
る

も
の
と
し
て
目
に
入
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

(証
拠

に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
は
日
中
は
灰
色
に
見
え
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
本
件
事
故
当
日
の
天

候
は
曇
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
照
灯
に
照
ら
さ
れ
た
本

件
市
道
は
、
光
の
当
た
ら
な
い
黒
い
部
分
と
は
明

確
に
区
別
で
き
る
程
度
の
明
る
さ
で
あ
っ
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。)、
そ
の
黒
い
部
分
が
本
件
市
道

と
は
高
低
差
の
あ
る
低
く
下
が
っ
た
水
路
等
の
構

造
物
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
本
件
市
道
は
本
件
事
故
現
場
よ
り

南
側
で
は
道
幅
が
細
く
な
っ
て
幹
線
道
路
に
接
続

し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
本
件
市
道
及

び
本
件
私
道
の
主
た
る
利
用
者
は
付
近
の
住
民
及

び
住
民
に
関
係
の
あ
る
人
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、

道
路
に
沿
っ
て
接
し
た
無
蓋
の
水
路
が
本
件
事
故

現
場
周
辺
に
多
数
存
在
し
、
付
近
住
民
及
び
そ
の

関
係
者
の
ほ
と
ん
ど
は
周
辺
に
そ
の
よ
う
な
水
路

が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
o以

上
か
ら
す
る
と
、
本
件
市
道
は
、
本
件
私
道

運
転
手
が
通
常
の
運
転
方
法
で
前
方
を
見
て
い
れ

ば
、
本
件
水
路
の
存
在
を
認
識
し
、
本
件
水
路
へ

の
脱
輪
･
転
落
を
回
避
で
き
る
よ
う
な
構
造
.
形

ャ

状
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件

弩

市
道
は
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る

と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
に
お
い
て
本
件
市
道
の

設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ

な
い
。

イ

こ
の
点
に
関
し
、
原
告
は
、
本
件
交
差
点
の
西

側
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
駐
車
場
に
通
じ
る
橋
が
本

件
市
道
の
一
部
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
本
件
私

道
に
比
べ
本
件
市
道
は
道
幅
が
狭
く
な
っ
て
い
る

こ
と
、
本
件
水
路
と
前
記
駐
車
場
と
の
間
に
は
木

が
植
え
ら
れ
、
そ
の
西
側
に
は
駐
車
場
が
あ
る
こ

と
、
本
件
交
差
点
に
外
灯
等
の
照
明
設
備
が
な
か

っ
た
こ
と
、
本
件
市
道
の
中
央
部
分
が
緩
く
盛
り

上
が
っ
た
形
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
水
路

の
側
壁
が
本
件
市
道
の
道
路
面
か
ら
約
三
0
m
落

ち
込
ん
で
い
る
こ
と
、
被
害
車
両
の
車
高
、
運
転

席
の
高
さ
が
低
い
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
夜
間

に
本
件
私
道
か
ら
右
折
し
て
本
件
市
道
を
走
行
す

る
普
通
乗
用
自
動
車
の
運
転
手
は
、
本
件
水
路
を

本
件
市
道
の
一
部
で
あ
る
と
錯
覚
し
、
本
件
水
路

に
転
落
す
る
危
険
性
が
高
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

前
記
の
と
お
り
、
本
件
交
差
点
の
西
側
に
は
、



マ
ン
シ
ョ
ン
駐
車
場
に
通
ず
る
幅
約
八
･
一
m
の

安
全
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
左
右
す
る
よ
う
な
事

橋
が
接
し
て
お
り
、
ま
た
本
件
市
道
の
幅
は
約

情
と
は
い
え
な
い
。

四
･
二
六
m
で
あ
り
、
本
件
私
道
の
幅
は
約
六
･

二
m
で
あ
り
、
本
件
私
道
を
進
行
し
て
本
件
市
道

に
進
入
す
る
場
合
は
、
そ
の
道
幅
は
約
三
分
の
二

の
狭
さ
に
な
り
、
さ
ら
に
前
記
の
駐
車
場
と
本
件

水
路
の
間
に
は
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
各
事
情
が
あ
る
た
め
、
本
件
私
道
か

ら
右
折
し
て
本
件
市
道
に
進
入
し
よ
う
と
す
る
自

動
車
の
運
転
手
に
と
っ
て
、
本
件
水
路
と
本
件
市

道
の
区
別
が
紛
ら
わ
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
が
、
そ
の
紛
ら
わ
し
さ
の
程
度
は
著

し
い
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
通
常
の
運
転
方
法

で
前
方
を
見
な
が
ら
運
転
を
す
れ
ば
、
右
折
を
開

始
し
て
間
も
な
い
時
期
に
本
件
水
路
の
存
在
を
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
市
道
か
ら
の
脱
輪
や

本
件
水
路
へ
の
転
落
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

諸
事
情
は
前
記
の
本
件
道
路
の
安
全
性
に
つ
い
て

の
判
断
を
左
右
し
な
い
。

ま
た
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
の
中
央
部

分
は
若
干
盛
り
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
前
記
の
と
お
り
、
本
件
水
路
の
側
壁
は
本
件

市
道
の
地
表
か
ら
約
三
〇
皿
低
く
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
被
害
車
両
の
車
高
は
約
一
三
〇
皿
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
各
事
情
も
、
前
記
の
本
件
道
路
の

情
と
は
い
え
な
い
。

ウ

な
お
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
件
市
道
の
西
側
部

分

(ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
部
分
と
そ
の
西

側
で
接
す
る
幅
約
三
〇
皿
の
部
分
。
な
お
、
こ
の

部
分
は
そ
の
材
質
か
ら
す
る
と
本
件
水
路
の
一
部

を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ

の
点
は
本
件
の
判
断
に
影
響
し
な
い
の
で
、
本
件

市
道
部
分
で
あ
る
も
の
と
し
て
以
下
検
討
す
る
。)

に
は
、
同
部
分
と
前
記
マ
ン
シ
ョ
ン
駐
車
場
に
通

ず
る
橋
と
の
同
橋
北
東
角
に
お
け
る
接
点
か
ら
北

側
に
向
か
っ
て
の
距
離
が
約
三
･
0
~
七
･
一
m

の
間
に
同
部
分
の
西
側
緑
を
削
る
よ
う
な
形
で
複

数
の
擦
過
痕
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
前
記
の

と
お
り
、
本
件
事
故
に
先
立
ち
車
両
が
本
件
市
道

か
ら
本
件
水
路
に
脱
輪
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
前
記
の
各
擦
過
痕
の
う
ち
い
く
つ
か

は
そ
の
脱
輪
の
際
に
で
き
た
可
能
性
を
否
定
で
き

な
い
が
、
そ
の
際
の
事
故
が
脱
輪
に
と
ど
ま
っ
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
記
の
各
擦
過
痕
の
う
ち
の

複
数
個
は
本
件
事
故
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
記

の
西
側
部
分
の
前
記
の
橋
の
北
東
角
の
接
点
か
ら

少
な
く
と
も
北
に
約
三
m
な
い
し
そ
れ
以
上
離
れ

た
地
点
付
近
で
被
害
車
両
の
左
前
輪
が
脱
輪
し
、

そ
の
後
、
被
害
車
両
が
本
件
水
路
に
転
落
し
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
×
は
、
本
件
水
路
の
黒
く
影
と

な
っ
た
部
分
が
視
野
に
入
っ
て
か
ら
少
な
く
と
も

数
m
は
被
害
車
両
を
走
行
さ
せ
た
後
に
脱
輪
し
た

も
の
と
推
認
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
×
が
被
害
車
両

の
左
側
前
方
の
座
席
で
運
転
を
し
て
お
り
、
被
害

車
両
の
左
側
の
状
況
を
認
識
す
る
の
が
容
易
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
×
の
住
所
地
が
Y
市

内
に
あ
り
、
×
は
仕
事
の
関
係
で
自
動
車
を
運
転

す
る
機
会
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
併
せ
て

考
慮
す
る
な
ら
ば
、
X
に
お
い
て
本
件
私
道
及
び

本
件
市
道
を
走
行
す
る
の
は
本
件
事
故
時
が
初
め

て
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
、
X
に

お
い
て
は
、
通
常
の
運
転
方
法
で
前
方
を
見
て
い

れ
ば
、
右
折
を
開
始
し
て
間
も
な
い
時
期
に
本
件

水
路
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
事

故
の
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。

2

結
論

以
上
に
よ
れ
ば
、
そ
の
余
の
争
点
に
つ
い
て
判
断
す
る

ま
で
も
な
く
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
か
ら
、
こ
れ

を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。




